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平成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査結果について 
（概要）  

 
三重県教育委員会事務局 

生徒指導課 
 
１ 調査の趣旨 

本調査は、文部科学省の依頼を受け、公立の小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の児童

生徒の問題行動等について、県内の状況を把握することにより、生徒指導上の取組のより一層の

充実に資するとともに、本調査を通じて、児童生徒の問題行動等の未然防止、早期発見・早期対

応に繋げていくものとする。 
 
２ 調査について 

（１）暴力行為 
平成 19 年度調査から暴力行為の対象となる内容及び程度の扱いに変更があり、以下のように

暴力行為の対象が示された。 
「暴力行為」とは、「自校の児童・生徒が、故意に有形力(目に見える物理的な力)を加える行為」

をいい、被暴力行為の対象によって、｢対教師暴力｣（教師に限らず、用務員等の学校職員も含む）、

「生徒間暴力｣（何らかの人間関係がある児童･生徒同士に限る）、｢対人暴力｣（対教師暴力、生徒

間暴力の対象者を除く）、学校の施設･設備等の｢器物損壊｣の四形態に分ける。ただし、家族・同

居人に対する暴力行為は、調査対象外とする。 
なお、本調査においては、当該暴力行為によって怪我や外傷があるかないかといったことや、

怪我による病院の診断書、被害者による警察への被害届の有無などにかかわらず、次の例に掲げ

ているような行為、内容及び程度等がそれを上回るようなものをすべて対象とすること。 
「対教師暴力」の例：教師の胸ぐらをつかんだ。 
          養護教諭めがけて椅子を投げつけた。 

定期的に来校する教育相談員を殴った。 
「生徒間暴力」の例：同じ学校の生徒同士が喧嘩となり、双方が相手を殴った。 
          高等学校在籍の生徒２名が、中学校時の後輩で、中学校在籍の生徒の身

体を壁に押しつけた。 
双方が顔見知りで別々の学校に在籍する生徒同士が口論となり、怪我に

は至らなかったが、身体を突き飛ばすなどした。 
「対人暴力」の例：  偶然通りかかった他校の見知らぬ生徒と口論になり、殴ったり蹴ったり

した。 
           金品を奪うことを計画し、金品を奪う際、通行人に怪我を負わせた。 

学校行事に来賓として招かれた地域住民を足蹴りにした。 
「器物損壊」の例：  トイレのドアを故意に壊した。 

補修を要する落書きをした。 
学校で飼育している動物を故意に傷つけた。 
学校備品(カーテン、掃除用具等）を故意に壊した。 
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（２）いじめ 

平成 18 年度からいじめの定義及び調査方法・調査項目について、以下のように見直しが行わ

れいじめの発生件数の調査からいじめの認知件数の調査に改められた。また、平成 24 年度調査

より破線部が追記された。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（３）不登校 

この調査の「不登校」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景によ

り、児童生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にあること（ただし、「病気」や「経

済的な理由」によるものを除く）をいう。なお、欠席状態が長期に継続している理由が、学校生

活上の影響、あそび・非行、無気力、不安など情緒的混乱、意図的な拒否及びこれらの複合等で

あるものとする。 
「不登校児童生徒数」とは、「平成 25 年度学校基本調査」において、「理由別長期欠席数」（平

成 24 年 4 月 1 日から平成 25 年 3 月 31 日までの 1 年間に連続又は断続して 30 日以上欠席し

た児童生徒数）のうち「不登校」を理由とするものとして報告した児童生徒数と一致するもので

ある。 
 
（４）高等学校長期欠席 

この調査の「理由別長期欠席者数」とは、学校基本調査の小・中学校における「長期欠席者」

に準じ、次のとおりとする。 
ア 平成 24 年度間に連続又は断続して 30 日以上欠席した生徒数をそれぞれ理由別に集計し

たもの。 
イ 欠席理由は次によることとする。また、欠席理由が二つ以上あるときは、主な理由を一つ

選び記入する。 
○ 「病気」とは、本人の心身の故障等（けがを含む）により、入院、通院、自宅療養等のた

め、長期欠席した者の数。 
○「経済的理由」とは、家計が苦しく教育費が出せないとか、生徒が働いて家計を助けなけ

ればならない等の理由で長期欠席した者の数。 
○「不登校」とは、何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、

生徒が登校しないあるいはしたくてもできない状況にある者の数。 
○ 「その他」とは、「病気」「経済的理由」「不登校」のいずれにも該当しない理由により長

期欠席した者の数。 
「その他」の具体例 

いじめの定義 
本調査において、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行う

ことなく、いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。「いじめ」とは、「当該児童

生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的、物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な

苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。 
「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものや、児童生徒の生

命、身体又は財産に重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含

まれる。これらについては早期に警察に相談・通報のうえ、警察と連携した対応を取ることが

必要である。 
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・ 保護者の教育に関する考え方、無理解・無関心、家族の介護、家事手伝いなどの家庭

の事情から長期欠席している者 
・ 欠席理由が２つ以上有り（例えば「病気」と「不登校」など）、主たる理由が特定でき

ない者 
 
（５）高等学校中途退学 

調査内容は、平成 24 年 4 月 1 日現在の県立高等学校に在籍する生徒を対象に、平成 24 年 4 
月から平成 25 年 3 月までの 1 年間の退学者・原級留置者の状況を取りまとめたものである。 

「退学者」とは、平成 24 年度の途中に校長の許可を受けて、又は懲戒処分を受けて退学した 
者等をいい、転学者及び学校教育法施行規則の規定（いわゆる飛び入学）により大学へ進学した

者は含まない。また、理由の分類に当たって、同一の退学者について複数の理由がある場合には

主たる理由による。 
 
３ 調査結果の概要 

（１）暴力行為 

暴力行為の総発生件数は 781 件で、平成２３年度より 4 件減少しました。形態別では、対教

師暴力 217 件、生徒間暴力 416 件、対人暴力 13 件、器物損壊 135 件でした。校種別では、小

学校 118 件、中学校 543 件、高等学校 120 件でした。 
（２）いじめ 

いじめの認知件数は 1,738 件で、平成２３年度より 1,493 件増加しました。内訳は、小学校

975 件、中学校 630 件、高等学校 126 件、特別支援学校 7 件でした。 
（３）不登校 

不登校を理由として３０日以上欠席した公立小・中学校の児童生徒数は 1,747 人で、平成 
２３年度より 59 人減少しました。内訳は、小学校 391 人、中学校 1,356 人でした。 

（４）高等学校長期欠席 

県立高等学校における長期欠席（年間３０日以上）生徒数は 1,046 人で、平成２３年度より

69 人増加しました。そのうち、不登校にあたる生徒数は、全日制 417 人（前年度比 51 人増）、

定時制 363 人（同 31 人増）、計 780 人（同 82 人増）でした。 
（５）高等学校中途退学 

県立高等学校の中途退学者数は 555 人で、平成２３年度より 27 人減少しました。内訳は、

全日制が 390 人（中退率 1.02％）、定時制が 165 人（中退率 8.8％）でした。 
 
４ その他 

本調査は、不登校については文部科学省が実施する「学校基本調査」に、暴力行為・いじめ・

高等学校長期欠席・高等学校中途退学については「平成２４年度児童生徒の問題行動等生徒指導

上の諸問題に関する調査」により実施したものです。 
 
５ 参考資料 

別紙による 



 

別－１ 

平成２４年度 公立小・中学校及び高等学校における暴力行為の状況 
 
 

１  概 要 
平成２４年度における暴力行為の発生件数 

 は 781 件で、平成２３年度と比較すると全体で 
4 件（0.5％）減少した。 

最も多かった平成１３年度の 2,423 件と比較 
すると、約 68.0％の減少となっている。 

 
２  形態別状況 

形態別では、生徒間暴力が 416 件（構成比    
53.3％）で最も多く、次いで対教師暴力 217 
件（同 27.8％）、器物損壊 135 件（同 17.3％）、 
対人暴力 13 件（同 1.7％）となっている。 

 
 
３  学年別状況 

形態別加害児童生徒の総数は 787 人で、中

学生が519 人と全体の65．9％を占めている。

学年別では、中学３年生が 211 人と最も多く、

全体の 26.8％を占め、続いて中学２年生 207
人（26.3％）、中学１年生、が 101人（各 12.8％）

となっている。 
 

４  校種別状況 
中学校が543件で全体の69.5％を占めて

いる。続いて高等学校 120 件で 15.4％、小

学校 118 件で 15.1％となっている。 
平成２３年度と比較すると、小学校で 31

件の増加、中学校で 21 件の減少、高等学

校で 14 件の減少となっている。 
 
５  加害児童生徒実人数 
  加害生徒実人数については、小学校が 100

人、中学校が 460 人、高等学校が 160 人とな

っている。 
平成２３年度と比較すると、小学校で 20

人（25.0 ﾎﾟｲﾝﾄ）の増加、中学校で 46 人（9.1
ﾎﾟｲﾝﾄ）の減少、高等学校で 7 人（4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ）

の増加となっている。 

暴力行為推移（形態別） (単位：件）

H２０ H２１ H２２ H２３ H２４

対教師暴力 156 196 137 214 217

生徒間暴力 464 480 387 421 416

対人暴力 21 28 21 11 13

器物損壊 158 118 141 139 135

計 799 822 686 785 781

加害児童生徒実人数推移（校種別） （単位：人）
H20 H21 H22 H23 H24

小学校 94 79 66 80 100
中学校 481 542 425 506 460
高等学校 175 172 185 153 160

計 750 793 676 739 720
増減（▲）率（％） - 5.7 ▲ 14.8 9.3 ▲ 2.6
※ 平成２０年度より調査を実施

暴力行為推移（校種別） (単位：件）

H20 H21 H22 H23 H24

小学校 93 82 54 87 118

中学校 576 610 490 564 543

高等学校 130 130 142 134 120

計 799 822 686 785 781

増減（▲）率（%） 4.7 2.9 ▲ 16.5 14.4 ▲ 0.5

別 紙 



 

別－２ 

平成２４年度 公立小・中学校及び高等学校における暴力行為の状況（データ） 
１ 暴力行為の発生状況 

学校内
（校）

発生学校
数の割合
（％）

学校外
（校）

発生学校
数の割合
（％）

学校内
（件）

増▲減率
（％）

学校外
（件）

増▲減率
（％）

計

1９年度 434 28 6.5 2 0.5 54 ▲ 16.9 3 ▲ 25.0 57

２０年度 429 35 8.2 8 1.9 85 57.4 8 166.7 93

２１年度 426 30 7.0 4 0.9 77 ▲ 9.4 5 ▲ 37.5 82

２２年度 420 31 7.4 4 1.0 50 ▲ 35.1 4 ▲ 20.0 54

２３年度 418 27 6.5 4 1.0 83 66.0 4 0.0 87

２４年度 414 42 10.1 5 1.2 112 34.9 6 50.0 118

1９年度 176 85 48.3 28 15.9 518 1.0 37 ▲ 19.6 555

２０年度 176 81 46.0 19 10.8 543 4.8 33 ▲ 10.8 576

２１年度 173 86 49.7 37 21.4 556 2.4 54 63.6 610

２２年度 173 91 52.6 24 13.9 455 ▲ 18.2 35 ▲ 35.2 490

２３年度 173 91 52.6 5 2.9 520 14.3 44 25.7 564

２４年度 172 87 50.6 27 15.7 498 ▲ 4.2 45 2.3 543

1９年度 64 42 65.6 22 34.4 125 30.2 26 62.5 151

２０年度 64 49 76.6 14 21.9 114 ▲ 8.8 16 ▲ 38.5 130

２１年度 64 41 64.1 16 25.0 108 ▲ 5.3 22 37.5 130

２２年度 63 50 79.4 17 27.0 122 13.0 20 ▲ 9.1 142

２３年度 59 37 62.7 10 16.9 122 0.0 12 ▲ 40.0 134

２４年度 58 38 65.5 14 24.1 102 ▲ 16.4 18 50.0 120

1９年度 674 155 23.0 52 7.7 697 3.4 66 0.0 763

２０年度 669 165 24.7 41 6.1 742 6.5 57 ▲ 13.6 799

２１年度 663 157 23.7 57 8.6 741 ▲ 0.1 81 42.1 822

２２年度 656 172 26.2 45 6.9 627 ▲ 15.4 59 ▲ 27.2 686

２３年度 650 155 23.8 19 2.9 725 15.6 60 1.7 785
２４年度 644 167 25.9 46 7.1 712 ▲ 1.8 69 15.0 781

区分

公立学校
総数（校）
学校基本
調査の
校数

小
学
校

発生学校数 発生件数

中
学
校

高
等
学
校

合
計

 
２ 暴力行為の形態別状況 

形態 合計

学校内 学校外 計 学校内 学校外 計 学校内 学校外 計 学校内 学校外 計

発生件数
（件）

41 0 41 166 0 166 10 0 10 217 0 217

構成比
（％）

36.6 0.0 34.7 33.3 0.0 30.6 9.8 0.0 8.3 30.5 0.0 27.8

発生件数
（件）

52 6 58 242 35 277 66 15 81 360 56 416

構成比
（％）

46.4 100.0 49.2 48.6 77.8 51.0 64.7 83.3 67.5 50.6 81.2 53.3

発生件数
（件）

0 0 0 0 10 10 0 3 3 0 13 13

構成比
（％）

0.0 0.0 0.0 0.0 22.2 1.8 0.0 16.7 2.5 0.0 18.8 1.7

発生件数
（件）

19 ― 19 90 ― 90 26 ― 26 135 ― 135

構成比
（％）

17.0 ― 16.1 18.1 ― 16.6 25.5 ― 21.7 19.0 ― 17.3
発生件数

（件）
112 6 118 498 45 543 102 18 120 712 69 781

構成比
（％）

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

対教
師暴
力

小学校 中学校 高等学校

生徒
間暴
力

対人
暴力

器物
損壊

合計

 

※ 構成比については、小数点第２位で四捨五入しているため、合計が１００％とならない場合がある。 







 

別－５ 
 

平成２４年度 公立小学校及び中学校における不登校の状況等 

１ 概 要 
平成２４年度の公立小中学校における不登

校児童生徒数は 1,747 人で、平成２３年度と

比較して 59 人（前年度比 3.3％）減少し、小

学校は 391 人（前年度比 38 人増）、中学校は

1,356 人（同 97 人減）となっている。学年別

の不登校児童生徒数では、中学３年生が 562
人で最も多くなっている。 

 
 
２ 不登校となったきっかけと考えられる状況 

（複数回答可） 
最も多いのは、小学校では「不安など情緒的混乱」（134 人）、中学校では「無気力」（506

人）となっている。次いで、小学校では「無気力」（130 人）、「親子関係をめぐる問題」（112
人）、中学校では「不安など情緒的混乱」（331 人）、「いじめを除く友人関係をめぐる問題」

（307 人）となっている。 
 
３ 不登校児童生徒への指導結果 

「指導の結果、登校する又は登校でき

るようになった児童生徒」は、小学校で

は 102 人（26.1％）、中学校では 257 人

（19.0％）となっている。 
また、「継続した登校には至らないもの

の好ましい変化が見られるようになった

児童生徒」は、小学校では 106 人（27.1％）、

中学校では 314 人（23.2％）となってい

る。 
 
４ 不登校児童生徒に対して特に効果のあ

った学校の措置（複数回答可） 
特に効果のあった学校の措置としては、小中学校とも、「家庭訪問を行い、学業や生活面で

の相談にのるなど様々な指導・援助を行った」（小学校 52 校、中学校 74 校）が最も多く、

次いで、「登校を促すため、電話をかけたり迎えに行くなどした」（小学校 45 校、中学校 55
校）、「保護者の協力を求めて、家族関係や家庭生活の改善を図った」（小学校 37 校、中学校

51 校）の順となっている。 
 
５ 相談・指導を受けた専門機関等（複数回答可） 

学校外においては、小中学校ともに「教育支援センター（適応指導教室）」（小学校 72 人、

中学校 283 人）が最も多く、次いで、「教育委員会及び教育センター等教育委員会所管の機

関」（小学校 66 人）、「病院、診療所」（中学校 127 人）なっている。 
学校内においては、小中学校ともに「スクールカウンセラー、相談員等による専門的な相

談を受けた」（小学校 90 人、中学校 346 人）が最も多く、次いで「養護教諭による専門的な

指導を受けた」（小学校 54 人、中学校 166 人）となっている。 
学校内、学校外で担任以外の専門的な相談・指導を受けている児童生徒数は、小学校 297

人、中学校 945 人となっている。 

不登校となったきっかけと考えられる状況（複数回答可）

人数（人） 構成比（％） 人数(人) 構成比（％）

いじめ 10 1.3% 44 1.8%
いじめを除く友人関係をめぐる問題 54 7.2% 307 12.8%
教職員との関係をめぐる問題 18 2.4% 29 1.2%
学業の不振 57 7.6% 152 6.3%
進路にかかる不安 3 0.4% 32 1.3%
クラブ活動，部活動等への不適応 0 0.0% 68 2.8%
学校のきまり等をめぐる問題 4 0.5% 47 2.0%
入学，転編入学，進級時の不適応 12 1.6% 53 2.2%
家庭の生活環境の急激な変化 47 6.3% 106 4.4%
親子関係をめぐる問題 112 14.9% 210 8.7%
家庭内の不和 37 4.9% 82 3.4%
病気による欠席 49 6.5% 107 4.4%
あそび・非行 7 0.9% 172 7.2%
無気力 130 17.3% 506 21.0%
不安など情緒的混乱 134 17.8% 331 13.8%
意図的な拒否 28 3.7% 82 3.4%
上記「病気による欠席」から「意図的な拒否」までのいずれにも該当

しない、本人に関わる問題
18 2.4% 21 0.9%
25 3.3% 27 1.1%
6 0.8% 29 1.2%

751 100.0% 2405 100.0%

学
校
に
係
る
状
況

家
庭
に

係
る
状

況

本
人
に
係
る
状
況

小学校 中学校

その他

不明

計

区分





 

別－７ 

平成２４年度 県立高等学校における長期欠席（不登校）の状況等 

１ 概 要 

平成２４年度の県立高等学校における

長期欠席生徒数（年間に３０日以上欠席

した生徒数）は 1,046 人（前年度比 69
人増）で、全日制が 597 人（同 39 人増）、

定時制が 449 人（同 30 人増）となって

いる。 
理由別では「病気」が 128 人（前年度

比 21 人増）、「経済的理由」が 44 人（同

26 人増）、「不登校」が 780 人（同 82 人

増）、「その他」が 94 人（同 60 人減）と

なっている。 
 

２ 学年別不登校生徒数 

学年別（定時制も含む）不登校生徒数

については、１年生 123 人（出現率

1.27％）、２年生 127 人（同 1.37％）、３

年生 87 人（同 0.90％）、４年生以上 2 人

（同 4.35％）、単位制 441 人（同 3.93％）

となっている。 
 
３ 不登校生徒のうち、前年度における不登校の経験の有無等 

高校１年生の不登校生徒のうち、前年度（中３）不登校の経験者は 15 人（構成比 12.3％）、

２年生の前年度の経験者は 32 人（同 26.4％）、３年生の前年度の経験者は 23 人（同 28.4％）、

単位制は 23 人（同 24.7％）、定時制課程は 241 人（同 66.4％）となっている。 
 
４ 不登校となったきっかけと考えられる状況 

（複数回答可） 

不登校となったきっかけと考えられる状況につ

いては、「無気力」が最も多く 328 人（回答数に

占める割合：26.0％）、次いで「あそび・非行」が

159 人（同：12.6％）となっている。 
 
５ 不登校生徒のうち、中途退学・原級留置になっ  

た生徒数 

不登校生徒のうち、中途退学した生徒数につい

ては、全日制 131 人、定時制 65 人、計 196 人（不

登校生徒数に占める割合：25.1％）、原級留置した

生徒数については、全日制 25 人、定時制 10 人、

計 35 人（不登校生徒数に占める割合：4.5％）と 
なっている。 

 
６ 学校内外の機関等で相談・指導を受けた実人数 

不登校生徒が相談・指導を受けた専門機関等のうち、学校外においては、「病院、診療所」が

最も多く 77 人となっている。学校内においては、「スクールカウンセラー，相談員等による専

門的な相談を受けた」165 人となっている。 

不登校になったきっかけと考えられる状況 （全・定） （複数回答可）

うち単

位制

うち単

位制

いじめ 5 1 0.4% 0.1%

いじめを除く友人関係をめぐる問題 90 41 7.1% 5.9%

教職員との関係をめぐる問題 8 6 0.6% 0.9%

学業の不振 72 35 5.7% 5.1%

進路にかかる不安 31 8 2.5% 1.2%

クラブ活動，部活動等への不適応 16 2 1.3% 0.3%

学校のきまり等をめぐる問題 32 10 2.5% 1.4%

入学，転編入学，進級時の不適応 30 10 2.4% 1.4%

家庭の生活環境の急激な変化 24 16 1.9% 2.3%

親子関係をめぐる問題 71 30 5.6% 4.3%

家庭内の不和 44 22 3.5% 3.2%

病気による欠席 111 65 8.8% 9.4%

あそび・非行 159 112 12.6% 16.2%

無気力 328 196 26.0% 28.4%

不安など情緒的混乱 141 79 11.2% 11.4%

意図的な拒否 33 23 2.6% 3.3%

上記「病気による欠席」から「意図的な拒否」ま

でのいずれにも該当しない、本人に関わる問題
19 10 1.5% 1.4%

30 13 2.4% 1.9%

17 11 1.3% 1.6%

1,261 690 100.0% 100.0%

構成比

区 分
人数

学校に

係る状

況

不明

計

学校に

係る状

況

本人に

係る状

況

その他

病気 経済的理由 不登校 その他

38,104 116 21 417 43 597 1.09%

1,860 12 23 363 51 449 19.52%

39,964 128 44 780 94 1,046 1.95%

不登校出現
率（％）

合 計

在籍者数
（平成２４年５月１日

現在）

理由別長期欠席者数

定時制

計

全日制



 

別－８ 

平成２４年度 県立高等学校における長期欠席（不登校）の状況等（データ） 

１ 高等学校における長期欠席者数の推移（全定） 

生徒数 出現率 生徒数 出現率 生徒数 出現率 生徒数 出現率 生徒数 出現率

20年度 41,021 149 0.36% 22 0.05% 748 1.82% 378 0.92% 1,297 3.16%
21年度 40,594 157 0.39% 33 0.08% 710 1.75% 244 0.60% 1,144 2.82%
22年度 40,680 144 0.35% 14 0.03% 731 1.80% 107 0.26% 996 2.45%
23年度 40,134 107 0.27% 18 0.04% 698 1.74% 154 0.38% 977 2.43%
24年度 39,964 128 0.32% 44 0.11% 780 1.95% 94 0.24% 1,046 2.62%

年度
在籍者数
（人）

理由別長期欠席者数

病気 経済的理由 不登校 その他 計

 

２ 課程・学科・学年別不登校生徒数 

生徒数
不登校生

徒数
出現率 生徒数

不登校生
徒数

出現率 生徒数
不登校生

徒数
出現率

１年生 9,655 122 1.26% 41 1 2.44% 9,696 123 1.27%

２年生 9,261 121 1.31% 25 6 24.00% 9,286 127 1.37%

３年生 9,665 81 0.84% 48 6 12.50% 9,713 87 0.90%

４年生 - - - 46 2 4.35% 46 2 4.35%

単位制 9,523 93 0.98% 1,700 348 20.47% 11,223 441 3.93%

合 計 38,104 417 1.09% 1,860 363 19.52% 39,964 780 1.95%

定時制 合 計全日制

 

３ 不登校生徒の内、前年度における不登校の経験の有無等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 中途退学・原級留置生徒数 

学年 有 有の割合 無 その他 計

１年 15 12.3% 100 7 122
２年 32 26.4% 89 0 121
３年 23 28.4% 58 0 81

単位制 23 24.7% 68 2 93
計 93 22.3% 315 9 417

１年 0 0.0% 1 0 1
２年 1 16.7% 5 0 6
３年 3 50.0% 3 0 6
４年 2 100.0% 0 0 2

単位制 235 67.5% 108 5 348
計 241 66.4% 117 5 363

総合計 334 42.8% 432 14 780

全
日
制

定
時
制

65
17.9%

363

4.5%

196
25.1%

780
35

780
全日制

363

10
2.8%6.0%

131
31.4%

417
25

（B）／（A）（％）

不登校生徒数（A）

定時制 合 計

417

原級留置に至った者（B）

（B）／（A）（％）

中途退学

原級留置

不登校生徒数（A）

中途退学に至った者（B）






